
退職所得の源泉徴収税額の速算表（令和５年分）
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ᶚɹ税額のٻΊํ（ྩ̑）
（設例）
ᾇ　ۈଓ期ؒ ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾฏ̑年 �� 月 � ब৬ʙྩ̑年３月�3� ୀ৬
ᾈ　ୀ৬ख等の金額 ɾɾɾɾɾɾɾɾ ���� ສԁ（一般ୀ৬ख等）
ᾉ　ୀ৬のཧ༝ ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾఆ年ୀ৬

（注）　このઃ例は「ୀ৬所得の受給に関するਃࠂ書」が提出されている場合の例ですが、このਃࠂ書が提出
　されていない場合には、ୀ৬ख等の収ೖ金額に 2���2� を͡た税額を源泉徴収することになります
（所๏ 2�� ᶅ、復興֬ࡒ๏ 2� ᶄ、3� ᶃᶄ）。

　　　なお、このਃࠂ書は、税務署かΒ提出をٻめΒれるまでのؒは、提出を受けた源泉徴収義務者がอ
　　ଘするものとされています（所ن �� ᶉ）。

〔税額の計算〕
ᶃ　ۈଓ年数は、2�年̒か月ですかΒ１年ະຬの数
　を切り্͛て 3� 年となります。
ᶄ 「源泉徴収のためのୀ৬所得߇আ額のද」によっ
　て、「ۈଓ年数」が「3� 年」で「一般ୀ৬の場合」
　のୀ৬所得߇আ額をٻめると ���� ສԁとなります。
ᶅ　ୀ৬ख等の金額かΒୀ৬所得߇আ額を߇আした
。めますٻ額を２分の１して՝税ୀ৬所得金額を　
（���� ສԁʵ ���� ສԁ）ʷ ���� ສԁ

ᶆ 「ୀ৬所得の源泉徴収税額の算ද」の「税額」
　ཝに算式がࣔされていますので、この算式にैって
　税額を計算します。

これがそのୀ৬ख等かΒ源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額です。
（��� ສԁʷ̑�）ʷ��2��������� ԁ

ୈ̐ɹใु・ྉۚ等の源泉徴収ࣄ務

๏人に支払͏ใࠃ者又はॅډ　 ɾुྉ金等の源泉徴収ࣄ務は、ߘݪྉ、ߨԋྉ、ٕ ɾܳεϙーπɾࣝ等のڭतɾ
ࡍใु、外ަһใु、出ԋྉ、ϗεςεのใुなどのใुɾྉ金等の支払者が、その支払の࢜ಋྉ、税ཧࢦ
に一ఆの税により所得税及び復興特別所得税を徴収して納付するࣄ務です。
　源泉徴収のରとされているใुɾྉ金等のൣғ及び税額の計算ํ๏は、࣍のදのとおりです。
　なお、給与等の支払がないݸ人又はৗ２࣌人以ԼのՈࣄ使用人のΈにରして給与等を支払͏ݸ人は、࣍ද
の̕に͛ܝるϗεςεなどのใुɾྉ金を支払͏場合をআき、源泉徴収を͏ߦඞཁはありまͤΜ（所๏���、
2�� ᶄೋ）。

（源泉徴収のためのୀ৬所得߇আ額のද）

退　職　所　得　控　除　額
勤 続 年 数

一般退職の場合 障害退職の場合

24　年 10,800

11,500

14,300

15,000

15,700
16,400

25　年

29　年

30　年
31　年

32　年

千円
11,800

12,500

15,300

16,000

16,700
17,400

千円
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ᶗɹॅډ者ʹର͠てࢧ͏ใु・ྉۚ等 （所๏ 2��、2��、所ྩ 32�、32�、322、ા๏ �� の 2�、
復興֬ࡒ๏ 2�、3�）

（注）�　ใुɾྉ金等の໊であってもその༰が給与等又はୀ৬ख等に֘する場合は、給与等又はୀ৬ख等と
　　　して源泉徴収をします（所๏ ��3、���、2�� ᶄ一）。
　　 2　ใुɾྉ金等には、そのଞのࡁܦత利ӹにより支払͏ものもؚまれます。
　　 3　ใुɾྉ金等の金額のதにফඅ税及びํফඅ税の額がؚまれている場合であっても、ফඅ税及びํফඅ税
　　　の額をؚめた金額が源泉徴収のରとなるใुɾྉ金等の金額となります。ただし、ใुɾྉ金等の支払を受け
　　　る者かΒのٻ書等において、ใुɾྉ金等の額とফඅ税及びํফඅ税の額とが໌֬に۠分されている場合に

　　 �　ใुɾྉ金の支払者が、その支払を受ける人のཱྀߦ、॓ധ等のඅ用をෛ୲する場合も源泉徴収のରとなりま
　　　すが、そのඅ用をใुɾྉ金の支払を受ける人に支払Θず、ަ௨機関やϗςϧなどに支払い、かͭ、その金
　　　額がそのඅ用として௨ৗඞཁであると認めΒれるൣғであれ、源泉徴収をしなくてࠩし支͑ありまͤΜ（所
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ᶘɹࠃ๏ਓʹର͠てࢧ͏ใु・ྉۚ等 （所๏ ��� े、���、2�2 ᶅ、2�3 ᶄ、所ྩ 2�� ᶋ、
2��、復興֬ࡒ๏ 2�、3�）

源泉徴収のରとなるใुɾྉ金等 税額の計算ํ๏

അओに支払͏ڝഅの金 ʨ支払金額 （ɻ支払金額ʷ2�����ສԁ）ʩ̫ ���2��

ୈ̑ɹ所得の源泉徴収ࣄ務

ୈ̒ɹඇॅډ者ຢ֎ࠃ๏ਓʹࢧ͏所得の源泉徴収ࣄ務

務は、༨金の、༨金の分など（๏人税๏にࣄ๏人に支払͏所得の源泉徴収ࠃ者又はॅډ　
るものをআきます。以Լ「等」といいます。）や等とΈなされるいΘΏる分にݱఆするద֨ن
Έなしの支払者が、その支払のࡍに࣍に͛ܝる۠分の税により所得税及び復興特別所得税を徴収して
納付するࣄ務です（所๏ 2�、2�、���、���、��2、2�2、2�3、ા๏̔の３、̕の２、̕の３、̕の３の２、3�の
�� の̒、復興֬ࡒ๏ 2�、3�）。

のަ付が、等࢈ࢿにより受けた金મそのଞの（ߋのফ٫等、組৫มࢿのऔ得、出ࢿ式又は出גݾࣗ）式のऔ得等ג　
とΈなされるものをいいます。

　なお、ג式又は出ࢿにる等にͭいては、その支払の֬ఆした（גओ૯ձのܾٞでఆめΒれた༨
金の等にͭいてのޮྗをੜずるなど）かΒ �年をܦաしたまでに支払がない場合には、その１年を
ことになっています（所๏͏ߦաしたに支払があったものとΈなして、源泉徴収をܦ ��� ᶄ）。

̍ɹ্場ࣜג等の等の場合
　　源泉徴収税は、���3���（支払を受ける者がॅډ者の場合はଞにॅຽ税̑�）です。
（注）� 式等の等にג人が支払を受ける্場ݸ式等を༗するג式の૯数等の３�以্に૬する数又は金額のגࡁߦൃ

（注）�

2

　　　　ͭいては、この੍のରとなりまͤΜ（Լ記ʮ̎ɹ্場ࣜג等Ҏ֎の等の場合ʯに֘することになります。）。
2 「্場ג式等の等」には、ূ݊औҾ所（金融औҾ所）に্場されているג式やళ಄ചങొฑとしてొ
されているג式にͭいてののほか、特ఆג式ࢿ信ୗやެืג式ࢿ信ୗの収ӹの分、特ఆࢿ๏人のࢿ口

　　　　の等などがؚまれます。詳しくは、ࠃ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】にܝ載している「源泉徴収の
　　　　あΒまし」をご参照ください。

̎ɹ্場ࣜג等Ҏ֎の等の場合
　　源泉徴収税は、2���2�（ॅຽ税なし）です。

　ඇॅډ者又は外ࠃ๏人に支払͏所得の源泉徴収ࣄ務は、ඇॅډ者又は外ࠃ๏人にରしてࠃ源泉所得の͏
ͪ源泉徴収のରとなるࠃ源泉所得を支払͏ࡍに、一ఆの税により所得税及び復興特別所得税を徴収し
て納付するࣄ務です。
　なお、源泉徴収のରとなるࠃ源泉所得のछྨと税等は࣍のとおりです（所๏ 2�、���、2�2、2�3、
ા๏̔の２、̕の３、̕の３の２、3�の ��の̐、3�の ��の̒、��の̕、��の �2、��の �2の２、��の 22、復
興֬ࡒ๏ 2�、3�）。

一ఆのࠃ๏人にରして、ྩ̑年��月１以ޙに支払͏き等で࣍に͛ܝるものにͭいては、源泉徴収をする
ඞཁはありまͤΜ（所๏���、2�2ᶅ）。
ᶃ　๏人税๏ୈ23ୈ߲̑にنఆするશࢠ๏人ג式等に֘するג式等（そのࠃ๏人がࣗݾの໊義をもって༗するも
　のにݶります。࣍のᶄにおいてಉ͡です。）にる等
ᶄ　そのࠃ๏人がอ༗するଞのࠃ๏人のג式等のൃגࡁߦ式等の૯数等にめるׂ合が３分の１である場合におけ
　る֘ଞのࠃ๏人のג式等にる等

https://www.nta.go.jp

